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は
じ
め
に

　
天
武
天
皇
元
年
（
六
七
二
）
、
古
代
最
大
の
内
乱
と
称
さ
れ
る
壬
申
の
乱
で
、

天
智
天
皇
の
皇
子
で
当
時
の
近
江
朝
の
実
質
的
な
執
政
者
で
あ
っ
た
大
友
皇
子
に

勝
利
し
た
大
海
人
皇
子
は
翌
二
年
（
六
七
三
）
二
月
に
飛
鳥
浄
御
原
話
に
天
野
天

　
　
　
　
　
　
（
1
）

皇
と
し
て
即
位
し
た
。
こ
の
壬
申
の
乱
に
お
け
る
天
武
天
皇
の
勝
利
が
大
き
な
歴

史
的
意
義
を
も
つ
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
戦
い
に
よ
っ
て

近
江
朝
廷
の
な
か
で
天
皇
を
補
佐
し
て
き
た
大
豪
族
の
ほ
と
ん
ど
が
没
落
し
、
天

武
天
皇
を
援
助
し
た
伊
勢
・
尾
張
・
美
濃
を
中
心
と
す
る
中
小
豪
族
が
勃
興
し
、

朝
廷
に
お
け
る
豪
族
の
再
編
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
再
編

成
化
が
行
わ
れ
て
も
、
や
は
り
中
小
豪
族
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
天
武
天
皇
の
存
在

が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
前
述
の
通
り
、
壬
申
の
乱
の
武
力
を
も
っ
て
し
た
戦
い
で
あ
り
、
”
力
”
で
政

権
を
奪
取
し
た
天
武
天
皇
が
絶
対
的
な
権
力
を
も
っ
て
天
皇
の
地
位
に
君
臨
し
た

こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
こ
の
天
武
天
皇
の
政
権
が
軍
事
的
な
色
彩
を
帯
び

て
い
る
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
天
武
天
皇
一
三
年
（
六
八
四
）
閏
四
月
丙
戌

条
の
詔
で
、

　
凡
政
要
者
軍
事
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
事
実
、
軍
事
的
に
絶
対
的
な
自
負
を
も
っ
て
い
た
天
武
天
皇
は
、
再
編
成
化
さ

れ
た
諸
豪
族
に
対
し
て
も
妥
協
を
許
し
て
い
な
い
。
天
武
天
皇
四
年
（
六
七
五
）

二
月
定
器
条
で
は
、

　
詔
日
、
甲
子
年
諸
氏
被
レ
給
部
曲
者
、
自
レ
今
以
後
、
皆
除
之
。
又
親
王
諸
王
及

　
諸
臣
、
井
諸
寺
等
所
レ
賜
、
山
澤
嶋
浦
、
林
之
墨
池
、
前
後
並
除
焉
。

と
、
天
智
天
皇
が
白
村
江
の
戦
い
で
唐
・
新
羅
の
連
合
軍
に
敗
れ
、
国
内
の
豪
族

間
で
天
智
天
皇
に
対
す
る
不
信
感
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
翌
年
の
天
智
天
皇
三
年

（
六
六
四
）
に
そ
の
妥
協
策
と
し
て
出
さ
れ
た
、
一
部
の
部
曲
の
復
活
（
い
わ
ゆ

る
「
甲
子
の
宣
」
）
を
再
び
廃
止
す
る
こ
と
な
ど
は
、
ま
さ
に
絶
対
的
な
権
力
を

保
持
し
て
の
み
可
能
な
命
令
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
天
武
天
皇
の
め
ざ
し
た
国
家
体
制
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
聖
徳
太
子
以
来
の
念
願
で
、
大
化
改
新
の
詔
で
も
提

唱
さ
れ
て
い
る
天
皇
を
中
心
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
体
制
、
つ
ま
り
中
央
集
権

体
制
の
旦
ハ
現
化
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
具
現
化
は
、
政
治
的
体
制
は
も
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ち
う
ん
の
こ
と
、
宗
教
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
を
も
つ
も
の
ま
で
も
含

む
も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
そ
の
宗
教
政
策
、
と
く
に
六
世
紀
中
頃
、
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
来
さ
れ

た
外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
て
て
、
若
干
の
考
察
を
行
っ

て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
一
、
「
国
家
仏
教
」
の
意
味
と
成
立

　
奈
良
時
代
の
わ
が
国
に
お
け
る
仏
教
は
「
国
家
仏
教
」
と
一
般
的
に
称
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
平
＝
二
年
（
七
四
一
）
に
出
さ
れ
た
有
名
な
「
国
分
寺

　
　
（
3
）

造
立
の
詔
」
の
中
の

　
其
造
塔
之
寺
、
兼
三
二
國
華
一
。

と
い
う
語
や
、
天
平
一
五
年
（
七
四
三
）
に
近
江
国
芝
香
楽
宮
に
お
い
て
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

た
「
盧
舎
那
大
仏
造
立
の
詔
」
の
中
で
の
、

　
誠
欲
下
頼
二
三
寳
之
威
塞
乾
坤
相
泰
、
修
二
萬
代
位
福
島
一
動
植
威
円
上
。

と
い
う
文
中
に
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
「
国
家
仏
教
」
と
い
う
の
は
、
は
た
し
て
ど

の
よ
う
な
概
念
を
も
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
管
見
し
た
と
こ
ろ
の
辞

書
や
事
典
の
類
に
は
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
国

家
仏
教
」
の
意
味
的
な
も
の
を
従
来
の
学
説
に
導
か
れ
な
が
ら
考
察
し
て
い
こ
う

と
思
う
。

　
鶴
岡
静
夫
氏
は
「
国
家
仏
教
」
の
こ
と
を
、
「
仏
教
を
し
て
国
家
に
奉
仕
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
ま
た
「
仏
教
は
政
治
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

さ
れ
て
、
仏
教
が
政
治
的
状
況
の
中
に
包
括
さ
れ
た
状
態
の
こ
と
と
称
し
て
い
る
。

中
井
真
孝
氏
は
、

　
　
国
家
の
仏
教
に
対
す
る
最
大
の
課
題
は
、
律
令
的
国
家
体
制
を
と
と
の
え
る

　
過
程
で
、
仏
教
を
国
家
…
機
構
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
仏
教
受
容
の
主
体
を
天
皇

　
制
国
家
に
あ
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
鶴
岡
・
中
井
両
氏
の
説
明
で
は
旦
ハ
体
性
に
乏
し
い
と
い
う
こ

と
が
若
干
感
じ
ら
れ
、
今
ひ
と
つ
し
っ
か
り
と
定
着
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
、
今
現
在
「
国
家
仏
教
」
の
意
味
と
し
て
学
界
に
拡
く
定
着
し
て
い
る

の
が
次
の
田
村
円
澄
氏
の
見
解
で
あ
る
。
田
村
氏
は
、
わ
が
国
に
仏
教
が
伝
来
し

て
か
ら
、
歴
史
的
に
「
国
家
仏
教
」
の
成
立
過
程
を
論
じ
ら
れ
、
そ
の
結
論
と
し

て
「
国
家
仏
教
」
の
意
味
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
「
国
家
仏
教
」
と
は
、
律
令
国
家
の
仏
教
の
謂
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
に
は
、

　
二
つ
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
も
し
律
令
国
家
仏
教
の
「
律
令
」
に
重
点

　
を
置
く
な
ら
ば
、
僧
尼
令
に
お
い
て
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
律

　
令
国
家
権
力
の
規
制
を
受
け
る
仏
教
↑
僧
尼
・
寺
院
）
が
焦
点
と
な
る
が
、

　
こ
れ
に
反
し
、
も
し
律
令
国
家
仏
教
の
「
国
家
」
に
重
点
を
置
く
な
ら
ば
、
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
代
天
皇
制
国
家
を
擁
護
す
る
仏
教
（
目
仏
法
）
が
主
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
田
村
氏
は
「
国
家
仏
教
」
に
は
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、

律
令
国
家
の
頂
点
に
位
置
す
る
天
皇
の
「
公
的
」
な
仏
教
受
容
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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（
8
）

　
こ
の
他
に
高
取
正
男
氏
は
「
国
家
仏
教
」
の
こ
と
を
「
官
寺
仏
教
」
と
い
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ま
た
宮
城
洋
一
郎
氏
は
「
律
令
仏
教
」
と
称
し
て
い
る
が
、
田
村
氏
の
論
と
比
べ

る
と
前
者
の
意
味
だ
け
を
捕
え
た
も
の
で
、
後
者
の
「
古
代
天
皇
制
を
擁
護
す
る

仏
教
」
の
意
味
を
抜
か
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
田
村
氏
の
「
国
家
仏
教
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
完
成

さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
今
一
度
こ
の
田
村
氏
の
概
念
を
読

ん
で
み
る
と
、
そ
こ
に
は
国
家
に
よ
る
仏
教
へ
の
統
制
の
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
、
国
家
の
仏
教
に
対
す
る
期
待
、
つ
ま
り
、
仏
教
を
利
用
す
る
た
め
に
仏
教

を
擁
護
し
た
と
い
う
一
面
が
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
仏
教
に
対
す
る
擁
護
に
関
し
て
は
、
八
世
紀
の
初
頭
に
お
い
て
、
国
家
に

帰
属
す
る
僧
尼
の
得
度
権
を
無
視
し
て
、
自
分
自
身
で
勝
手
に
僧
尼
と
称
す
る
、

い
わ
ゆ
る
「
私
度
僧
」
の
増
加
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け

僧
尼
と
い
う
身
分
に
対
し
て
魅
力
を
感
じ
る
要
素
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
魅
力

主
要
素
の
最
た
る
も
の
は
、
僧
尼
に
対
す
る
課
役
免
除
の
特
権
で
あ
ろ
う
。
そ
の

当
時
の
課
役
の
過
酷
さ
は
、
『
続
日
本
紀
』
の
和
銅
四
年
目
七
一
一
）
9
月
丙
子

条
の
、

　
勅
、
頃
開
、
諸
儲
役
民
、
勢
二
於
造
都
、
奔
聖
駕
多
、
錐
レ
禁
不
レ
止
。

を
始
め
と
し
て
、
想
像
を
絶
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
僧
尼

に
対
し
て
は
課
役
免
除
を
行
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
僧
尼
に
対
す
る
国
家

の
期
待
が
い
か
に
大
き
く
、
国
家
が
仏
教
に
対
し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
擁
護
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
国
家
が
仏
教
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
優
遇
的
な
処
置
を
加
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
く
り
か
え
す
よ
う
だ
が
、
国
家
の

仏
教
に
対
す
る
期
待
に
相
応
す
る
見
返
り
と
し
て
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
わ
が

国
に
古
来
か
ら
あ
る
自
然
神
に
対
す
る
崇
拝
、
い
い
か
え
れ
ば
神
里
信
仰
に
お
い

て
は
、
仏
教
の
よ
う
な
普
遍
的
な
教
理
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

仏
教
に
は
経
典
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
つ
一
つ
の
状
況
に
応
じ
た
対
応
策
が

は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
国
家
が
国
を
支
配
し
て
い
く
具
体
的
な

状
況
に
普
遍
的
な
教
理
を
も
ち
、
具
体
的
な
内
容
を
示
す
経
典
が
存
在
す
る
仏
教

を
用
い
た
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
護
国
経
典
の
使

用
が
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
斉
明
天
皇
六
年
（
六
六
〇
）
五
月
菊
月
条
の

　
即
身
有
司
奉
レ
譜
面
二
百
高
座
、
一
百
納
袈
裟
。
豊
州
仁
王
般
若
曾
。

は
、
護
国
経
典
で
あ
る
『
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』
を
用
い
て
「
鎮
護
国
家
」
を
祈

願
し
て
い
る
。

　
ま
た
天
武
天
皇
五
年
（
六
七
六
）
是
夏
雲
で
は
、

　
大
旱
。
遣
二
使
四
方
一
構
一
癖
昂
。
所
二
諸
神
舐
一
。
亦
男
工
諸
事
尼
一
祈
二
干
三
賓
。

　
然
不
レ
雨
。
由
レ
是
五
穀
不
レ
登
。
百
姓
飢
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
前
の
祈
雨
の
際
に
は
神
祇
信
仰
の
み
に
頼
っ
て
い
た
の

を
、
仏
教
の
祈
雨
の
修
法
を
取
り
入
れ
、
こ
れ
よ
り
以
後
は
仏
教
の
修
法
が
神
祇

を
凌
駕
す
る
と
い
う
事
実
に
、
国
家
の
仏
教
に
対
す
る
期
待
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
記
事
か
ら
七
世
紀
後
半
に
国
家
の
仏
教
に
対
す
る
期
待
が
具
体
的
に
な

っ
て
い
く
の
が
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の

期
待
す
る
内
容
が
ま
さ
に
現
実
に
則
し
た
面
に
終
始
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
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も
そ
も
仏
教
は
、
「
悟
（
覚
）
り
の
宗
教
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
生
活
・

生
き
方
を
主
題
と
し
た
教
え
で
あ
る
。
そ
れ
が
西
暦
一
～
二
世
紀
の
頃
に
中
国
に

伝
来
し
て
か
ら
次
第
に
国
家
の
需
要
に
応
じ
て
現
実
的
な
面
、
つ
ま
り
現
世
利
益

的
な
傾
向
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
わ
が
国
の
仏
教
と
い
う
も
の
を
考

え
て
み
る
と
、
と
く
に
奈
良
時
代
以
前
に
お
い
て
は
、
七
世
紀
前
半
の
聖
徳
太
子

の
仏
教
理
解
以
外
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
的
内
容
よ
り
も
中
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た

現
世
利
益
的
内
容
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
「
国
家
仏
教
」
の
意
味
を
捕
え
て
み

た
い
。
「
国
家
仏
教
」
と
称
さ
れ
る
条
件
と
し
て
は
、
ま
ず
国
家
が
仏
教
の
持
っ

て
い
る
現
世
利
益
的
な
性
格
を
よ
く
把
握
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

具
体
的
に
は
『
仁
王
経
』
や
『
金
光
明
経
』
な
ど
の
護
国
経
典
の
講
読
を
行
い
、

「
鎮
護
国
家
」
を
祈
っ
た
り
、
細
越
な
ど
の
際
に
祈
雨
の
修
法
を
僧
尼
に
行
わ
せ

る
な
ど
の
事
実
が
第
一
の
条
件
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
そ
の
よ
う
な
仏
教
に
対

す
る
期
待
の
見
返
り
と
し
て
の
優
遇
処
置
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
前
述
の
僧
尼
に
対
す
る
課
役
免
除
の
特
権
や
、
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
八
年

（
六
七
九
）
四
月
乙
卯
条
に
、

　
詔
日
。
商
刊
量
諸
有
二
無
封
寺
所
由
上
。
丁
丁
レ
加
加
之
。
可
レ
整
除
之
。

と
あ
る
よ
う
に
、
諸
寺
に
対
し
て
食
封
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
旦
ハ
体
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
番
目
の
条
件
と
し
て
は
、
二
番
目
に
記
し
た
優
遇

処
置
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
処
置
が
い
き
す
ぎ
な
い
た
め
の
規
制
処
置
も
あ
わ
せ

て
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
制
処
置
に
つ
い
て
は
、
前
に
田
村
円

澄
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
僧
尼
令
」
と
い
う
も
の
に
代
表
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
以
上
の
三
条
件
を
ま
と
め
て
「
国
家
仏
教
」
の
意
味
・
特
徴
を
自
分
な
り

に
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
①
仏
教
の
現
世
利
益
的
な
面
に
対
す
る
国
家
側
の
期
待
。

　
②
僧
尼
・
寺
院
に
対
す
る
国
家
的
な
優
遇
処
置
。

　
③
僧
尼
・
寺
院
に
対
す
る
国
家
的
な
規
制
処
置
。

こ
の
三
つ
の
特
徴
が
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
表
出
し
た
時
が
、
「
国
家
仏
教
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

成
立
期
と
な
る
の
で
あ
る
。
田
村
円
心
氏
は
前
に
あ
げ
た
論
文
の
中
で
、
仏
教
伝

来
以
来
の
仏
教
の
歴
史
的
過
程
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ

る
。　
e
傍
観
的
中
立
の
段
階
一
立
明
・
敏
達
・
崇
峻
天
皇

　
口
「
私
的
」
受
容
の
段
階
I
i
無
明
天
皇

　
口
「
公
的
」
接
触
の
段
階
一
仏
教
統
制
の
発
端
1
一
推
古
天
皇

　
四
「
私
的
」
接
触
の
段
階
f
宮
廷
仏
教
の
成
立
－
紆
明
・
皇
極
天
皇

　
㈲
「
私
的
」
受
容
か
ら
「
公
的
」
受
容
へ
ー
ー
宮
廷
仏
教
の
展
開
一
孝
徳
・

　
　
天
智
天
皇

　
因
「
国
家
的
」
受
容
の
段
階
～
斉
明
天
皇

　
㈹
「
国
家
仏
教
」
の
成
立
－
律
令
国
家
と
仏
教
1
…
天
武
天
皇

そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
成
立
過
程
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
「
国
家
仏
教
」
は
律
令
国

家
の
頂
点
に
位
置
す
る
天
皇
の
「
公
的
」
な
仏
教
受
容
に
対
応
す
る
も
の
と
さ
れ

た
。
田
村
氏
の
あ
げ
る
「
国
家
仏
教
」
成
立
の
条
件
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
e
「
国
家
仏
教
」
は
律
令
国
家
に
対
応
す
る
段
階
の
仏
教
で
あ
り
、
従
っ
て
、

　
　
律
令
体
制
の
存
在
が
前
提
と
な
る
。
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口
律
令
国
家
の
天
皇
は
、
仏
法
興
隆
の
主
導
権
を
掌
握
し
て
い
た
。

　
口
天
皇
は
仏
法
興
隆
の
主
導
権
と
同
時
に
、
仏
教
統
制
の
権
限
を
も
把
握
し
て

　
　
い
た
。

　
四
「
国
家
仏
教
」
の
教
説
が
唱
導
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い

　
　
「
護
国
経
典
」
が
選
ば
れ
た
。

　
㈲
仏
教
の
全
国
的
な
普
及
が
お
こ
な
わ
れ
、
定
着
し
て
い
た
。

右
の
五
つ
の
条
件
を
充
た
し
、
名
実
と
も
に
「
国
家
仏
教
」
を
成
立
さ
せ
た
の
は

天
武
天
皇
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
そ
の
時
代
を
「
国
家
仏
教
」
の
成
立
の
時
期
で
あ

る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
私
自
身
も
、
こ
の
田
村
氏
の
論
を
支
持
し
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
私
が
前

に
述
べ
た
「
国
家
仏
教
」
の
意
味
は
、
す
べ
て
「
全
国
的
」
と
い
う
こ
と
が
大
前

提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
し
て
、
全
国
的
に
国
家
の
主
導

権
を
握
っ
た
の
は
壬
申
の
乱
に
勝
利
し
、
”
力
”
で
も
っ
て
権
力
を
自
分
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
し
た
天
武
天
皇
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
二
、
「
大
寺
制
」
の
制
定

　
前
章
に
お
い
て
、
「
国
家
仏
教
」
の
成
立
時
期
を
天
武
天
皇
の
時
代
と
考
え
て

み
た
わ
け
だ
が
、
本
章
で
は
、
国
家
的
機
能
を
有
す
る
「
大
寺
制
」
に
つ
い
て
論

じ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
天
武
・
持
統
両
天
皇
の
治
め
る
七
世
紀
後

半
は
、
壬
申
の
乱
の
結
果
、
そ
れ
以
前
の
朝
廷
内
の
勢
力
が
一
掃
さ
れ
、
新
た
な

る
勢
力
が
再
編
成
さ
れ
て
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
中
央
集
権
体

制
へ
の
ス
タ
ー
ト
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
基
般
皿
と
な
る
の
が
律
令
で

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
律
令
体
制
の
実
質
的
な
開
幕
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の

よ
う
な
律
令
体
制
の
中
に
「
仏
教
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
面
を
包
括
さ
せ

る
た
め
に
、
天
武
・
持
統
両
天
皇
は
仏
教
に
対
し
て
数
多
く
の
施
策
を
行
っ
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
理
由
と
し
て
は
、
天
武
天
皇
の
仏
教
に
対
す
る
重
要
性

の
認
識
が
非
常
に
強
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
天
智
天
皇
が
病
床

に
つ
い
て
い
た
時
、
皇
太
子
で
あ
っ
た
大
海
人
皇
子
（
天
武
天
皇
）
を
よ
び
、
後

の
こ
と
を
頼
む
と
言
わ
れ
た
時
、
大
海
人
皇
子
が
、
大
友
皇
子
と
の
関
係
で
危
険

を
察
知
し
、
大
海
人
皇
子
自
身
が
出
家
し
、
沙
門
と
な
り
吉
野
へ
行
っ
た
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
仏
教
に
対
し
て
関
心
を
も
っ
た
天
武
天
皇
は
、
寺
院
統
制
と

い
う
点
に
お
い
て
、
天
武
天
皇
九
年
（
六
八
○
）
四
月
是
月
条
で
次
の
よ
う
な
勅

を
出
し
て
い
る
。

　
凡
諸
寺
者
。
自
今
以
後
。
除
下
無
二
國
大
寺
一
二
三
上
以
外
。
官
司
莫
レ
治
。
唯
其

　
有
食
封
一
者
。
先
後
限
二
三
十
年
一
。
若
敷
レ
年
満
二
三
十
一
則
除
之
。
且
以
爲
、
飛

　
鳥
寺
不
レ
可
レ
關
一
干
司
治
。
然
元
爲
二
大
寺
一
而
官
司
恒
治
。
復
嘗
有
功
。
是
以

　
妻
入
官
二
治
之
例
。

こ
の
勅
は
寺
院
統
制
に
関
す
る
重
要
な
も
の
で
、
内
容
と
し
て
は
、

　
の
「
国
大
寺
」
の
規
定

　
口
真
魚
の
制
度

　
日
飛
鳥
寺
（
元
興
寺
）
の
特
別
処
置

の
三
つ
に
大
き
く
わ
か
れ
る
。
こ
の
の
の
内
容
に
あ
る
「
国
大
寺
」
は
「
大
寺
」
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と
も
い
わ
れ
、
本
章
の
表
題
に
掲
げ
る
「
大
寺
制
」
に
直
接
関
係
し
て
く
る
の
で
、

こ
の
勅
に
つ
い
て
少
々
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
勅
以
前
に
も
「
百
済
大
寺
」
や
、
「
元
興
寺
」
を
「
大
寺
」
と
よ
ぶ
こ
と

が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
固
有
名
詞
的
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
天
武
九
年
の
勅
以
降
の
「
大
寺
」
は
「
官
司
」
の
治
め
る
寺
院
、

す
な
わ
ち
「
国
営
」
の
寺
院
を
指
す
普
通
名
詞
的
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
大
寺
」
の
「
大
」
の
字
の
意
味
は
、
「
大
き
い
」
「
小
さ

い
」
の
「
大
」
で
は
な
く
、
天
皇
や
朝
廷
な
ど
に
関
係
す
る
も
の
に
付
け
て
、
尊

敬
の
意
味
を
表
現
す
る
言
葉
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
「
國
大
寺
二
三
」
と
さ
れ
て
い
る
寺
院
が
具
体
的
に
ど
の
寺
院
を

示
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
寺
院
の
名
称
が
記
載
さ

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、
井
上
光
貞
氏
や
仲
野
浩
氏
な
ど
は
、

「
大
官
大
寺
（
百
済
大
寺
）
」
・
「
川
原
寺
（
後
の
弘
福
寺
）
」
・
「
飛
鳥
寺
（
元
興
寺
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
三
寺
を
あ
げ
一
般
的
な
説
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
「
大
官
大
寺
」
造
営
の
目
的

は
天
武
天
皇
の
父
で
あ
る
鎌
明
天
皇
の
三
三
回
忌
と
母
で
あ
る
聖
明
天
皇
の
一
三

回
忌
と
が
重
な
る
天
武
天
皇
二
年
（
六
七
三
）
に
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
父
母
帝
の
冥
福
を
祈
願
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

武
天
皇
六
年
（
六
七
七
）
が
九
月
に
「
大
官
大
寺
」
と
名
称
が
改
め
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
寺
院
が
単
な
る
「
官
寺
」
で
は
な
く
国
家
の
中
心
的
な
寺
院
と
し
て

の
性
格
を
授
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
天
武
天
皇
の
仏
教
政
策
の
根
拠

地
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
国
家
の
「
大
寺
」
に
実
質
的
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

　
次
に
「
川
原
寺
」
で
あ
る
が
、
孝
徳
天
皇
の
塩
鱒
四
年
（
六
五
三
）
六
月
に
僧

畏
の
死
亡
に
際
し
て
天
皇
ら
が
使
を
遣
わ
し
て
弔
い
、
畏
の
た
め
に
仏
像
を
造
ら

せ
「
安
訓
置
於
川
原
寺
一
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
記
事
の
下
に
注
が
あ
り
、
「
国
本
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

在
二
山
田
寺
一
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
骨
細
四
年
当
時
に
「
川
原

寺
」
が
確
実
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
福

山
敏
男
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
「
川
原
寺
」
は
、
天
智
天
皇
の
時
代
に
、
母
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

斉
明
天
皇
の
菩
堤
を
弔
う
た
め
に
建
立
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に

お
け
る
「
川
原
寺
」
の
初
見
は
天
武
天
皇
二
年
（
六
七
三
）
三
月
是
二
条
の

　
聚
二
書
生
皿
。
始
窮
二
一
切
経
於
川
原
寺
一
。

と
い
う
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
斉
明
天
皇
の
一
三
回
忌
の
た
め
の
写
経
供
養
の

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
「
川
原
寺
」
は
天
皇
の
私
的
な
寺
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
天
皇
の
手
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
や
、
こ

の
後
に
も
、
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
五
月
癸
亥
条
に
あ
る

　
天
皇
。
艦
不
安
。
因
以
於
二
川
原
寺
一
説
二
藥
師
経
一
。
安
潜
居
干
宮
中
一
。

と
い
う
記
事
を
は
じ
め
と
し
て
「
川
原
寺
」
と
「
天
皇
」
”
国
家
と
の
結
び
つ
き

は
非
常
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
天
武
天
皇
の
時
代
当
時
に
お

い
て
「
川
原
寺
」
が
「
国
大
寺
」
と
称
さ
れ
る
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
最
後
に
「
元
興
寺
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
「
元
興
寺
」
は

も
と
も
と
蘇
我
氏
の
氏
寺
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
天
武
天
皇
六
年
（
六
七
七
）
八
月

出
替
条
で
、

　
大
設
判
齋
飛
鳥
寺
一
。
以
讃
二
一
切
経
一
。
便
天
皇
御
一
寺
南
門
一
而
禮
二
三
寳
一
。
是
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時
。
詔
二
親
王
諸
王
黒
黒
卿
。
毎
レ
人
賜
二
出
家
一
人
一
。
其
出
家
尊
意
レ
問
二
男

　
女
長
幼
一
。
皆
随
レ
斜
度
之
。
因
以
會
二
干
大
齋
…
。

と
天
皇
の
行
幸
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
政
策
に
関
す
る
詔
ま
で
発
布
し
て
い
る
。

こ
の
記
事
を
は
じ
め
と
し
て
、
造
立
者
で
あ
る
蘇
我
本
宗
家
の
滅
亡
以
後
、
天
皇

と
「
元
興
寺
」
と
の
結
び
つ
き
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
る
と
、
ま

さ
に
「
元
興
寺
」
こ
そ
「
国
大
寺
」
と
称
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
寺
院
と
い
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
天
武
天
皇
九
年
（
六
八
○
）
四
月
是
月
卿
の

勅
で
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
飛
鳥
寺
不
レ
可
レ
關
手
司
治
。
然
元
受
二
大
寺
」
。
而
官
司
恒
治
、
復
嘗
有
レ
功
。

　
是
以
入
二
官
治
之
例

と
あ
っ
て
「
元
興
寺
」
が
も
と
も
と
は
氏
寺
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
界
に
果
た
し
た

役
割
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
の
で
特
別
な
例
と
し
て
国
の
治
め
る
寺
院
に
含
め
る

こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
の
も
、
「
元
興
寺
」
を
「
国
大
寺
」
と
称
す
る
証
し
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
、
「
元
興
寺
」
の
発
願
者
は
あ
く
ま
で
も
蘇
我
氏
で
あ
り
、
天

皇
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
天
武
天
皇
九
年
の
勅
で
は
「
國

大
寺
二
三
」
と
、
は
っ
き
り
と
し
た
数
字
で
は
な
く
、
あ
い
ま
い
と
し
た
表
現
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
こ
の
天
武
天
皇
九
年
（
六
八
○
）
四
月
の
勅
で
、
「
国
大
寺
」
と
指
定

さ
れ
た
寺
院
以
外
の
諸
寺
院
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
処
置
が
施
さ
れ
て
い
る
か

を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
勅
で
は
「
国
大
寺
」
の
制
度
を
し
た
の
に
続
け
て
以
下

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
唯
其
有
二
食
封
一
者
。
先
後
限
二
三
十
年
一
。
若
敷
レ
年
漏
二
三
十
一
墨
黒
之
。

つ
ま
り
食
立
を
認
め
ら
れ
た
寺
院
に
関
し
て
は
、
そ
の
食
封
の
所
有
の
年
数
を
前

後
三
〇
年
に
制
限
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
食
封
を
認
め
ら
れ
た
寺
院
の

選
定
は
、
前
の
勅
の
出
さ
れ
た
天
武
天
皇
八
年
（
六
九
七
）
四
月
乙
卯
条
の
、

　
詔
日
。
商
裁
量
諸
有
二
轟
轟
寺
所
由
上
。
而
可
レ
加
加
之
。
可
レ
除
除
雪
。
是
日

定
二
所
寺
名
一
也
。

と
い
う
詔
が
前
提
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
食
封
の
年

数
を
制
限
さ
れ
た
寺
院
の
例
と
し
て
、
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
八
月
已
丑
条
の
、

　
檜
隈
寺
。
輕
寺
。
大
窪
寺
。
各
封
二
百
戸
一
。
限
二
計
年
一
。

と
い
う
記
事
や
、
『
百
日
本
紀
』
の
文
武
天
皇
三
年
（
六
九
九
）
六
月
戊
戌
条
の
、

　
施
二
山
田
寺
封
三
百
戸
一
。
限
二
岩
年
一
也
。

と
い
う
記
事
に
よ
っ
て
、
「
檜
隈
寺
」
「
軽
寺
」
「
大
窪
寺
」
「
山
田
寺
」
な
ど
の
寺

院
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
、
天
武
天
皇
八
年
四
月
の
詔
と
、
翌
天
武
天
皇
九
年
四
月
の
勅
で
、
全
国

の
寺
院
に
対
す
る
、
国
家
か
ら
み
た
位
置
づ
け
、
つ
ま
り
「
寺
格
制
度
」
が
制
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
寺
格
制
度
」
は
後
に
、
醍
醐
天
皇
の
命
に

よ
り
藤
原
時
平
や
忠
平
ら
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
延
長
五
年
（
九
二
七
）
に
完
成

さ
れ
た
『
延
喜
式
』
の
「
玄
蕃
寮
　
別
当
三
綱
条
」
に

　
几
諸
・
大
寺
井
有
封
寺
別
當
三
綱
。
以
二
四
年
立
項
愚
書
一
。
遷
代
二
日
。
師
責
二

　
解
由
一
。
但
廉
直
可
レ
構
之
徒
。
不
レ
論
二
年
限
【
。
殊
録
二
功
績
一
。
申
レ
官
甘
辛
。

　
自
性
諸
寺
依
二
官
符
一
任
二
尉
三
皇
尼
寺
鎭
。
並
同
二
比
例
】
。
心
学
レ
得
二
解
由
一

　
輩
永
不
二
任
用
。
亦
不
二
公
請
一
。
但
僧
綱
別
勅
任
二
品
當
一
型
。
不
レ
在
二
此
限
↓
。

　
（
傍
点
筆
者
）
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と
い
う
条
項
が
あ
り
、
「
大
寺
」
・
「
有
封
寺
」
・
「
諸
寺
」
の
三
つ
の
寺
格
は
、
天

武
天
皇
九
年
（
六
八
○
）
四
月
の
勅
よ
り
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。
こ
れ
ら
三
種
類
の
寺
院
に
対
す
る
処
置
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。　

の
　
　
「
大
寺
」
一
永
年
の
寺
に
対
す
る
食
封
を
所
有
し
、
官
治
に
あ
ず
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
院
。

　
口
　
　
「
有
封
寺
」
1
期
間
の
制
限
付
の
寺
に
対
す
る
食
封
を
所
有
し
、
そ
の
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
中
は
官
治
に
あ
ず
か
る
寺
院
。

　
口
　
　
「
諸
寺
」
ー
ー
寺
に
対
す
る
食
封
を
所
有
せ
ず
、
官
治
に
あ
ず
か
ら
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
院
。

　
本
章
に
お
い
て
は
「
大
寺
制
」
お
よ
び
「
大
寺
」
を
頂
点
と
す
る
寺
院
の
階
級
、

す
な
わ
ち
「
寺
格
制
度
」
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
天
皇
を
中
心

と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
支
配
体
制
で
あ
る
中
央
集
権
体
制
の
確
立
を
め
ざ
す
天

武
天
皇
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
「
寺
格
制
度
」
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま

さ
に
政
治
の
中
に
仏
教
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
要
素
が
包
括
さ
れ
た
形
を
示

す
と
い
え
よ
う
。

　
三
　
仏
教
の
地
方
普
及

前
章
に
お
い
て
、
仏
教
界
の
頂
点
に
位
置
す
る
「
大
寺
」
と
、
そ
の
下
に
続
く

「
寺
格
制
度
」
の
確
立
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
わ
け
だ
が
、
本
章
で
は
、

「
寺
格
制
度
」
の
底
辺
を
な
す
地
方
寺
院
の
様
子
を
述
べ
て
み
た
い
。

天
武
天
皇
の
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
約
五
〇
年
前
の
推
古
天
皇
三
二
年
（
六

二
四
）
九
月
二
子
条
を
み
る
と
、

　
校
二
寺
聖
上
三
一
。
具
録
其
寺
諸
造
重
縁
。
亦
僧
尼
入
道
之
縁
。
馬
差
之
年
月
月

　
也
。
當
是
認
。
有
二
寺
四
十
六
所
。
僧
八
百
十
六
人
。
尼
五
百
六
十
九
人
。

　
井
一
千
三
百
八
十
五
人
　
。

と
記
さ
れ
、
全
体
で
四
六
の
寺
院
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

こ
の
数
字
が
ほ
ぼ
実
数
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
最
近
ま
で
の
考
古
学
の
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

査
な
ど
で
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
寺
院
の
分
布
は
、
畿
内
を
中
心
と
し

た
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
て
お
り
、
と
て
も
全
国
的
な
も
の
と
は
い
い
難
い
状
態
で

あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
大
化
改
新
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
仏
教
界
の
主
導
権

を
握
っ
て
い
た
蘇
我
本
宗
家
が
滅
亡
し
、
こ
の
直
後
の
大
化
元
年
（
六
四
五
）
八

月
癸
卯
条
の
詔
で
、

　
凡
自
二
天
皇
一
至
二
干
伴
造
一
。
所
レ
造
詣
寺
。
不
レ
能
レ
早
々
。
朕
皆
助
作
。

と
、
孝
徳
天
皇
が
寺
院
造
立
の
援
助
を
発
表
し
、
仏
教
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
状

態
と
な
る
と
、
次
第
に
全
国
的
な
規
模
で
寺
院
の
建
立
が
す
す
め
ら
れ
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
壬
申
の
乱
を
経
て
天
武
天
皇
か
ら
持
統
天
皇
の
時
代

に
仏
教
が
中
央
集
権
体
制
の
政
治
形
態
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
く
と
、
ま
さ

に
爆
発
的
に
寺
院
の
数
が
増
加
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
末
期
、
天
台
宗
の
学
僧
皇
円
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
扶
桑
略
記
』
の

持
統
天
皇
六
年
目
六
九
二
）
九
月
の
条
に

　
有
レ
勅
。
令
レ
計
二
天
下
諸
寺
一
。
凡
五
百
四
十
五
寺
。
寺
叩
上
判
入
娘
分
稻
一
千

　
二
一
。
大
官
大
寺
。
資
財
諸
富
種
々
施
入
。
改
二
奮
洪
鐘
。
加
二
調
黒
革
稻
斤
一
。
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新
鋳
レ
之
。

と
あ
っ
て
全
国
に
五
四
五
か
所
も
の
寺
院
の
存
在
を
示
す
記
事
が
載
っ
て
い
る
。

こ
の
記
事
が
『
扶
桑
略
記
』
と
い
う
史
料
的
に
問
題
の
あ
る
も
の
に
記
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
疑
問
視
す
る
む
き
も
あ
る
が
、
「
五
百
西
十
五
」
と
い
う
端
数
ま

で
き
ざ
ん
だ
数
字
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
信
懸
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
考
古
学
的
な
調
査
に
よ
っ
て
出
土
瓦
な
ど
の
状
況
か
ら
白
鳳
時
代
の
寺

院
肚
の
数
も
、
近
畿
地
方
だ
け
で
も
二
八
○
も
の
寺
院
肚
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
全
国
的
に
も
北
は
陸
奥
国
か
ら
南
は
肥
後
国
ま
で
数
に
し
て
五
五
四
も
の
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

院
吐
と
思
わ
れ
る
も
の
が
発
見
調
査
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
全
国
的
な
数
字
だ
け
を
み
て
も
、
こ
の
数
字
が
正
確
に
そ
の
当

時
の
寺
院
数
を
示
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
お
お
む
ね
こ
れ
に
近
い
数

の
寺
院
は
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
数
字
が
『
扶
桑
略
記
』

で
示
さ
れ
た
数
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
、
は
た
し
て
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
分
布
地
域
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
全
国
的
な
拡
が
り
を
示
し
、
地
方
に
対
し
て
仏

教
の
普
及
が
急
速
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
地
方
へ
の
急
速
な
仏
教
の
普
及
は
、
そ
の
経
済
能
力
の
点
か
ら
考
え
て
、

各
地
の
地
方
豪
族
に
よ
っ
て
造
営
活
動
が
行
わ
れ
、
そ
の
氏
寺
と
し
て
の
性
格
を

濃
く
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
地
方
へ
の
仏
教
普
及
は
七
世
紀
後
半
か
ら
さ
か
ん
に
な
っ
た

が
、
そ
の
原
因
と
し
て
前
に
あ
げ
た
大
化
元
年
（
六
四
五
）
八
月
癸
五
条
の
詔
も

考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
天
武
天
皇
の
仏
教
を
政
治
的
に
中
央
集
権
体
制
の

中
に
組
み
入
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
地
方
豪
族
た
ち
が
新
た
に
再

編
成
化
さ
れ
た
天
武
政
権
に
近
づ
く
た
め
、
天
武
天
皇
が
重
視
し
た
仏
教
を
用
い

て
天
武
天
皇
の
傘
下
に
入
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
天
武
天
皇
一
四
年

（
六
八
五
）
三
月
壬
申
条
の
詔
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
詔
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。　

詔
。
諸
國
毎
レ
家
作
エ
佛
舎
一
。
信
号
二
丈
像
及
経
一
。
以
禮
拝
供
養
。

こ
の
詔
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
「
家
」
に
つ
い
て
の
解
釈
が
従
来
か
ら
問

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
今
日
ま
で
多
数
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
三
つ
の
説
に
な
る
。

　
O
「
家
」
を
一
般
に
民
家
と
す
る
説
。

　
口
「
家
」
を
各
国
の
国
府
の
庁
舎
、
つ
ま
り
国
衙
と
す
る
説
。

　
口
「
家
」
を
地
方
豪
族
の
こ
と
と
し
、
こ
の
詔
全
体
で
氏
寺
建
立
の
奨
励
を
あ

　
　
ら
わ
し
た
と
す
る
説
。

私
と
し
て
は
、
こ
の
三
つ
の
説
の
ど
れ
で
も
な
く
、
「
家
」
と
い
う
も
の
を
も
っ

と
抽
象
的
に
考
え
て
、
天
武
天
皇
の
打
ち
出
し
た
仏
教
奨
励
運
動
の
一
幹
と
し
て

考
え
た
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
七
世
紀
後
半
の
爆
発
的
な
寺
院
数
の
増
加

も
、
こ
の
詔
を
考
え
れ
ば
、
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詔
の
裏
に

は
、
非
常
に
政
治
的
な
側
面
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
天
武
天
皇
に
よ
る
仏
教
政
策
を
述
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
、
仏
教
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
の
濃
厚
な
も
の
ま
で
、
自
分
の
政

治
目
標
で
あ
る
中
央
集
権
体
制
の
中
に
組
み
込
も
う
と
い
う
強
引
な
様
相
を
う
か
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が
う
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
強
引
さ
は
、
天
武
天
皇
が
壬
申
の
乱
と
い
う

古
代
最
大
の
戦
い
の
勝
利
者
で
、
”
力
”
で
も
っ
て
権
力
を
奪
取
し
た
と
こ
ろ
に

原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
自
身
と
し
て
は
、
実
在
し
た
天
皇
の
中
で
天
武
天

皇
ほ
ど
権
力
の
強
か
っ
た
天
皇
は
い
な
い
と
思
う
。
そ
の
証
拠
と
し
て
『
万
葉
集
』

の
中
で
、
「
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
」
と
い
う
現
人
神
思
想
を
あ
ら
わ
す
も
の
が

こ
の
時
代
以
後
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
今
回
の
論
考
で
は
外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教
政
策
に
つ
い
て
の
み
を
扱
っ
た
。

本
当
の
天
武
天
皇
の
実
力
を
み
る
に
は
、
古
来
か
ら
各
氏
当
薬
で
信
仰
さ
れ
た
氏

神
を
中
心
と
す
る
神
紙
信
仰
を
天
武
天
皇
自
身
が
ど
の
よ
う
に
政
策
の
中
に
組
み

入
れ
て
い
っ
た
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
、
片
手
落
ち
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
そ
れ
か
ら
文
献
の
世
界
以
上
に
考
古
学
の
分
野
で
は
日
々
新
し
い
発
見
が
な
さ

れ
て
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
紙
上
を
に
ぎ
わ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
考
古
学
の
状

況
も
把
握
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
点
を
今
後
の
課
題
と
し
て
、
天
武
天
皇
の
宗
教
政
策
を
研
究
し
て
い
き

た
い
と
思
う
。

　
　
注

（
1
）
本
稿
に
お
け
る
紀
年
法
は
、
明
治
初
頭
に
大
友
皇
子
を
即
位
し
た
も
の
と
し
て

　
　
認
め
六
七
二
年
を
大
友
皇
子
の
論
で
あ
る
弘
文
天
皇
元
年
と
せ
ず
に
、
『
日
本
書

　
　
紀
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
紀
年
法
を
使
用
し
て
い
る
。

（
2
）
以
下
『
日
本
書
紀
』
か
ら
の
引
用
記
事
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

　
　
（
岩
波
書
店
刊
行
）
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

（
3
）
『
続
日
本
紀
』
巻
第
一
四
　
天
平
一
三
年
三
月
乙
已
条
。
こ
の
詔
と
同
様
の
記

　
　
事
は
『
類
聚
三
代
格
』
巻
三
や
、
『
政
治
要
略
』
巻
五
五
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

　
　
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
だ
け
が
、
三
月
二
四
日
の
日
付
に
な
っ
て
お
り
、
残
り

　
　
の
『
類
聚
三
代
格
』
や
『
政
治
要
略
』
に
お
け
る
記
事
で
は
二
月
二
四
日
の
日

　
　
付
け
で
発
詔
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
の
記

　
　
事
は
全
体
と
し
て
、
も
と
も
と
あ
っ
た
史
料
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
、
『
類
聚
三

　
　
同
格
』
と
『
政
治
要
略
』
の
記
事
の
方
が
原
詔
に
近
い
も
の
だ
と
さ
れ
、
従
来

　
　
の
学
説
で
は
、
二
月
二
四
日
の
発
詔
が
定
説
と
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
『
続
日
本
紀
』
巻
第
一
五
　
天
平
一
五
年
一
〇
月
辛
已
条
。

（
5
）
鶴
岡
静
夫
「
飛
鳥
仏
教
の
検
討
」
（
同
著
『
日
本
古
代
仏
教
史
の
研
究
』
｝
九
六

　
　
二
年
に
所
収
）

（
6
）
中
井
真
孝
「
七
世
紀
後
半
の
国
家
と
仏
教
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
五
五
号
　
一

　
　
九
七
〇
年
）

（
7
）
田
村
円
澄
「
国
家
仏
教
の
成
立
過
程
」
（
『
史
淵
』
第
九
〇
輯
　
一
九
六
三
年
。

　
　
後
に
、
同
著
『
飛
鳥
仏
教
史
研
究
』
一
九
六
九
年
に
所
収
）
こ
の
田
村
氏
の
見

　
　
解
は
、
柴
山
正
顕
「
天
一
朝
に
お
け
る
国
家
仏
教
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
日
本

　
　
仏
教
』
第
三
二
号
　
一
九
七
〇
年
）
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
高
取
正
男
「
奈
良
仏
教
」
（
家
永
三
郎
監
修
『
日
本
仏
教
史
　
古
代
編
』
一
九
六

　
　
七
年
に
所
収
）
後
に
、
『
高
取
正
男
著
作
集
1
　
宗
教
民
俗
学
』
一
九
八
二
年
に
、

　
　
「
奈
良
仏
教
の
展
開
」
と
改
題
さ
れ
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）
宮
城
洋
一
郎
「
律
令
制
下
の
仏
教
－
天
武
朝
に
お
け
る
律
令
仏
教
の
形
成
1
」

　
（
『
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
集
　
一
九
七
七
年
）

（
1
0
）
田
村
注
（
7
）
論
文

（
1
1
）
こ
の
他
に
家
永
三
郎
氏
は
「
飛
鳥
寧
楽
朝
に
お
け
る
仏
教
興
隆
運
動
（
『
歴
史
学

　
　
研
究
』
第
一
〇
巻
第
八
号
～
第
九
号
　
一
九
三
〇
年
）
、
井
上
光
貞
氏
は
「
憲
法

　
　
十
七
条
と
三
経
義
疏
」
（
同
著
『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』
一
九
七
一
年
に
所



「天武朝の仏教政策」

　
　
収
）
、
薗
田
香
融
氏
は
「
国
家
仏
教
と
社
会
生
活
」
（
『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
4

　
　
古
代
4
』
一
九
七
六
年
に
所
収
）
の
中
で
成
立
時
期
を
推
古
天
皇
の
時
代
と
し
、

　
　
二
葉
憲
香
氏
は
、
「
古
代
国
家
と
仏
教
と
の
結
合
」
（
同
著
『
古
代
仏
教
思
想
史

　
　
研
究
』
一
九
六
二
年
に
所
収
）
の
中
で
大
化
改
新
時
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
一
〇
年
一
〇
月
庚
辰
条
。

（
1
3
）
井
上
光
貞
「
律
令
的
国
家
仏
教
の
形
成
」
（
注
（
1
1
）
同
著
に
所
収
）
、
仲
野
浩

　
　
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
定
額
寺
」
（
坂
本
太
郎
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
続
日
本
古

　
　
代
史
論
集
　
中
巻
』
一
九
七
二
年
に
所
収
）

（
1
4
）
こ
れ
以
前
は
、
「
百
済
大
寺
」
と
か
「
高
市
大
寺
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
。

（
1
5
）
『
日
本
書
紀
』
白
維
四
年
六
月
条
。

（
1
6
）
福
山
敏
男
「
川
原
寺
」
（
同
著
『
奈
良
朝
寺
院
の
研
究
』
一
九
四
八
年
に
所
収
）

（
1
7
）
こ
の
天
武
天
皇
八
年
四
月
の
詔
を
も
っ
て
、
竹
内
理
三
氏
は
「
貴
族
と
寺
院
」

　
　
（
同
著
『
律
令
制
と
貴
族
政
権
　
第
二
部
』
一
九
五
八
年
に
所
収
）
の
論
考
の

　
　
中
で
「
定
額
寺
」
の
起
源
と
す
る
説
を
示
さ
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
稲
垣
晋
也
「
飛
鳥
時
代
の
寺
院
吐
」
（
石
田
茂
作
監
修
『
新
版
　
仏
教
考
古
学
講

　
　
座
　
第
二
巻
　
寺
院
』
一
九
七
五
年
に
所
収
）

（
1
9
）
稲
垣
晋
也
「
考
古
学
か
ら
見
た
初
期
寺
院
の
造
営
」
（
『
東
洋
学
術
研
究
』
第
一

　
　
八
巻
第
三
号
　
一
九
七
九
年
）

（
2
0
）
拙
稿
「
『
天
武
朝
国
分
寺
創
建
説
』
に
つ
い
て
」
（
『
駒
沢
史
学
』
第
二
八
号
　
一

　
　
九
八
一
年
）
の
中
で
、
こ
の
詔
の
解
釈
に
つ
い
て
の
研
究
史
に
つ
い
て
ま
と
め

　
　
て
お
い
た
。
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